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地区計画（原案の案）の住民説明会等の実施結果について 

（目黒区民センター周辺地区地区計画） 

 

１ 概要 

（１）周知方法 

  ア 地区内居住者等 1,178 戸にお知らせチラシを配布（令和 6 年 2 月 13 日） 

イ 権利者 666 戸へ都市計画（原案の案）及びお知らせチラシを郵送（令和 6 年 2 月 13 日） 

ウ めぐろ区報 令和 6 年 2 月 15 日号に掲載 

エ 目黒区公式ウェブサイト 令和 6 年 2 月 22 日から掲載 

オ 町会掲示板に掲示（2/13～3/1） 

公営掲示板に掲示（2/13～2/26） 

カ 目黒区 LINE 公式アカウント（2/28）及びＸ公式アカウント（2/22）に投稿 

（２）説明会の開催結果 

 ア 日時：令和 6 年 3 月 1 日（金）午後 6 時 30 分～午後 7 時 45 分まで 

 イ 場所：中小企業センター２階 第１・第２集会室 

  ウ 参加人数：55 名 

 エ 意見の件数：19 件 

（３）意見募集の結果 

ア 意見募集の期間：令和 6 年 2 月 22 日(木)から令和 6 年 3 月 14 日（木）まで 

イ YouTube による説明動画配信：令和 6 年 2 月 22 日（木）から公開 

ウ 意見提出の方法：地区整備課への郵送、持参、ファックス、メール、オンラインフォーム 

エ 閲覧場所：総合庁舎 6 階地区整備課、田道住区センター、下目黒住区センター 

オ 意見の件数：30 件 

（４）意見提出等の状況（説明会及び意見募集の合計数） 

 個人 団体 合計 

提出者数  １８ １ １９ 

意見件数 ４５ ４ ４９ 

（５）意見に対する対応区分の件数 

番号 内容 件数 

１ 意見の趣旨に沿い、地区計画(原案の案)を修正します。 0 

２ 
意見の趣旨は地区計画(原案の案)に取り上げており、その趣

旨に沿って取り組みます。 
2 

３ 
意見の趣旨は地区計画(原案の案)には取り上げないが、事業

実施等の中で趣旨を踏まえて努力します。 
1 

４ 意見の趣旨は、今後の検討課題とします。 1 

５ 意見の趣旨に沿うことは困難です。 5 

６ 意見の趣旨を関係所管・関係機関・団体に伝達します。 0 

７ その他 40 

 合 計 49 
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２ 意見等の要旨について 

 

（１）説明会での意見・質疑 

  ア 地区計画 

番号 意見・質疑の要旨 回答の要旨 
対応

区分 

1 

A ゾーンに建つ建物も敷地が回遊路

に接していれば、壁面後退や斜線制

限の適用除外などの回遊路沿道のル

ールが適用されるのか。 

ご質問のとおり、回遊路沿道のルール

が適用されます。 
7 

2 

以前は、C ゾーンの建蔽率は 40％、

高さ制限は 70ｍであったが、建蔽率

60％、高さ制限 50ｍに変更されて

る。建蔽率を 60％にすると現在より

オープンスペースが減ることになる

のではないか。日影規制は守ること

になるので、建物の高さは 50ｍでも

70ｍでもそれほど変わらないのでは

ないか。高さ制限を 50ｍにするメリ

ットを教えて欲しい。 

「新たな目黒区民センターの基本計画

（素案）」では、建蔽率 40％、高さ制

限 70ｍとしていました。地域の皆様等

からは主に高さ制限について様々な意

見をいただいたところです。公共施設

としての使いやすさや機能融合の図り

やすさの観点などからあらためて検討

した結果、高さについては、A ゾーン

の街並み（50ｍ）から突出しないとい

う考えで 50ｍに変更し、建蔽率につい

ては、60％に変更しました。 

また、現在の目黒区民センターの建蔽

率は 60％強、目黒美術館は 67％とな

っていますが、今回のルールでは 60％

を超えることはできません。 

敷地境界からの 4m 後退、広場等の設

置と併せて高さ制限を 50m とするこ

とで、防災性の向上や区民活動の拠点

整備、周辺環境への配慮を行いながら、

区民の財産である区有地を最大限有効

活用することができ、ひいては施設更

新に係る経費負担の軽減を図ることが

できると考えています。 

7 

3 

幅員 4ｍの道路から 0.5ｍ壁面後退す

ることになっているが、回遊路の幅

員は 4ｍから 6.22ｍとなっている。

これはどういうことか。 

資料では、前面道路の幅員が 4ｍの場

合の例を示しています。回遊路は幅員

が一定ではないので、4～6.22ｍと表現

しています。 

なお、前面道路幅員が 4ｍ未満の場合

は、建築基準法により道路中心から 2

7 
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ｍ下がった区域が道路となります。壁

面後退は法定の道路区域から 0.5ｍ下

がることになります。現在既に前面道

路幅員が 4ｍ以上ある場合は、現在の

道路境界から 0.5ｍ下がることになり

ます。 

4 

なぜ、私有財産である土地の一部に

壁面の位置の制限をかけ、その部分

を一般の歩行者の空間として提供し

なければいけないのか。後退区域に

自転車が置かれたような場合でも、

私有地であるために、所有者が対応

しなければいけないというのはおか

しいと思う。 

今後、新たな目黒区民センターが整備

されると目黒通りから回遊路を通って

アクセスする歩行者も増えると思われ

るため、幅員が狭い回遊路の安全性を

このルールによって確保していきたい

と考えています。 

そのため、建物を建替える際に、道路

境界から 0.5ｍ壁面を下げていただき、

車と歩行者がすれ違う時に、歩行者が

退避できる空間として想定していま

す。 

ただし、壁面後退区域は私有地のまま

なので、容積率等を算定する際の敷地

面積に使えるとともに、回遊路に面す

る敷地は、高さ制限が 3ｍ緩和され、

前面道路幅員による容積率や道路斜線

などの斜線制限が緩和されるなど、こ

れまでよりも建替えがしやすくなりま

す。 

まちづくりルールとともに、地域の皆

さまのご理解、ご協力のもと、快適で

安心・安全な活気ある複合市街地を目

指していきたいと考えています。 

７ 

5 

まちづくり提案書によって、目黒二

丁目に住んでいる人の意見は反映さ

れるが、この場所に住んでいない利

用者の声はどのように反映されるこ

とになるのか。 

まちづくり協議会では、新たな目黒区

民センターが整備されることを前提に

その周辺の住環境などについて話し合

いが行われ、まちづくり提案書がまと

められました。 

また、新たな目黒区民センター整備に

向けた検討は、まちづくり協議会での

取組と並行して進めてきましたが、「新

たな目黒区民センターの基本計画（令

和５年１１月）」策定にあたっては、全

7 
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区民を対象とした説明会やパブリック

コメント等を実施したほか、有識者を

招いてシンポジウムを開催する等、多

様な意見聴取の機会を設けてきたとこ

ろです。 

本地区計画は、地域住民によるまちづ

くり提案書と区が策定した「新たな目

黒区民センターの基本計画」の内容を

精査した上で、地区全体のまちづくり

ルールとして取りまとめています。 

6 

まちづくり提案を提出したまちづく

り協議会は今後も活動を継続するの

か。多くの区民が参加できる新たな

街づくり協議会や話し合いの場を設

けてもらいたい。 

「目黒区民センター周辺地区まちづく

り協議会」は、まちづくり提案の提出

をもって終了しており、現在、活動は

行っていません。今後は、地区計画「原

案」、「案」と都市計画法に基づく手続

きを進める各段階で本地区の皆さまな

どからご意見をお聞きする機会を設け

ます。 

新たな目黒区民センターについても、

施設を整備する段階で意見聴取の機会

を設ける等、今後も事業の節目で皆様

から意見をお聞きしたいと考えていま

す。 

3 

7 

今回のまちづくりは、新たな目黒区

民センターの整備ありきの計画では

ないか。 

これまで、目黒駅周辺地区のまちづく

りが進められている中で、目黒二丁目

においてもまちづくりを進めてほしい

という声を頂いていました。そのため、

新たな目黒区民センターの整備に伴う

交流･文化などの区民サービス機能の

向上、広場等の新たな都市基盤などが

拡充･創出されることを契機とした周

辺まちづくりに向けて、取組を進めて

きました。 

7 

8 

公園の名称が「田道公園」になって

いるが、「目黒区民センター公園」

ではないのか。 

都市計画法上の公園の名称は「田道公

園」になっており、「目黒区民センター

公園」は愛称となっています。そのた

め、資料には両方記載しています。 

７ 
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 イ その他、質問等 

番号 意見・質疑の要旨 回答の要旨 
対応

区分 

1 

「新たな目黒区民センター等整備・

運営事業 要求水準書（案）」では、公

園内の施設について、建蔽率 20％、

高さ 20ｍまでなら建てられることに

なっている。公園内に高さ 20ｍの建

物が建つことを区民の多くは望んで

いないと思う。避難場所機能として

もオープンスペースであるべきだと

考える。 

現在、利用期間及び利用者が限定的で

ある 50ｍプール、幼児用プール、テニ

スコートが公園面積の 4 割を占めてい

ます。区では、多くの方が利用できる

オープンスペースを確保し、公園の魅

力向上を図るため、目黒区立公園条例

を改正し、目黒区民センター公園に限

り、公園施設（運動施設等）の建築面

積の基準の特例を 10％から 15％に変

更しました。これによりテニスコート

を建物の屋上に設置することができる

ようになる等、機能集約を図ることが

できるようになり、現在より誰でも使

える空間が増えることになります。 

公園敷地における建物高さは、現状の

高さ制限である 20m 以下を基本とし

つつ、機能集約によるオープンスペー

スの確保や避難所機能の充実等を図る

観点から、公園敷地に整備する建築物

の屋上にテニスコートを設置するため

に必要があると認められるもの(防球

ネット・倉庫等）に限り、該当部分が

20m を超えることを可とします。 

7 

2 

人口減少の時代には、子供たちが集

まる場所が必要であり、かつその場

所はオープンな空間であるべきだと

思う。また、人工芝にするなどいつ

でも使える場所にすべきだと思う。

C ゾーンは子供たちがいつでも集ま

れるような場所として計画して欲し

い。 

C ゾーンに今後整備される予定の新た

な目黒区民センターは、敷地を有効活

用することでオープンスペースを確保

し、様々な利用が可能となる空間を実

現することとしています。具体的な設

えは事業者提案となりますが、特に目

黒区民センター公園については、地域

の園庭のない保育園の子どもたちや子

育て世帯が、のびのびと屋外で活動で

きる場としていきたいと考えていま

す。 

7 

3 
施設計画を事業者任せにするのでは

なく、区民の意見を集約してそれを

新たな目黒区民センター整備に向けた

取組では、検討の各段階における意見
7 
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計画条件として事業者に示すべきで

はないか。 

募集や説明会のほか、区民を対象とし

たワークショップ、小学生や中高生を

対象としたアイディア募集、施設利用

者アンケートなど、多様な区民参加を

図り計画に反映しています。今後は、

基本計画に基づいて事業者の募集等を

行っていきたいと考えています。 

4 

財政的な負担を軽減するために民間

活力を活用するということであれ

ば、財政に関する情報公開をちゃん

として欲しい。 

目黒区では、公式ウェブサイトにおい

て、区の財政状況を「目黒区オープン

データ」として公開しているほか、各

年度決算についての財務書類の作成・

公表、めぐろ区報への予算・決算概要

の掲載等、財政状況の公開に積極的に

取り組んでいます。引き続き、適切な

情報公開に努めます。 

7 

5 

目黒区民センターは、確かに古いが

使い勝手は良いのでなんで建替える

のかわからない。民間事業者を使っ

てどのような事業を考えているの

か。 

目黒区民センターは、築後 48 年が経

過しており、建物の耐震性や老朽化、

バリアフリーの対応不足や施設の維持

管理経費が課題となっており、改修等

ではその対応が困難な状況です。また、

効率的な運営を継続しながら将来にわ

たる財政負担軽減の視点を踏まえた施

設とする必要があります。 

美術館については、目黒区民センター

施設との連携や、目黒区民センター公

園や目黒川と近接している環境を活か

した運営・維持管理面での効率性の課

題を抱えています。また、設備面の老

朽化が著しく大規模修繕が必要な時期

を迎えているほか、バリアフリー対応

についても課題があります。さらに、

水害ハザードマップで浸水の恐れがあ

る地域に位置している中で、地下に空

調設備の機械室が設置されていること

から収蔵品の保管に課題があり、貴重

な美術品等を適切に管理保全すること

に支障が生じる恐れがあります。 

以上を踏まえ、より一層の芸術文化の

振興や建物の課題解決、機能融合を図

7 
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ることで区民の誰もが将来にわたって

使いやすい施設の実現などの観点を総

合的に勘案し、一体的な範囲の建て替

えを行うことが望ましいと判断したも

のです。 

6 

定期借地権による事業スキームで

は、今後設定した借地料が下がるな

ど事業が成り立たなくなるのではな

いか。結果、財政にはプラスになら

ないのではないか。 

新たな目黒区民センター等の整備事業

と合わせて、区民の財産である区有地

を有効活用し、施設更新に係る経費負

担の軽減を図る観点から、定期借地権

を設定して区有地を貸し付ける民間収

益事業を実施する予定です。これらの

事業は一体的に実施するものの、事業

としては別個のものであり、貸付料金

額のみによって事業が成り立たなくな

ることは想定していません。 

今後 30 年間で、学校施設を含む区有

施設を適切に建替えるためには、令和

3 年時点の試算で 2,000 億円以上の財

政負担が見込まれていることから、民

間の活力やノウハウを活用するなどの

工夫を凝らしながら、可能な限り財政

負担の軽減を図る必要があると考えて

います。 

7 

7 

学校の建替えは、税収で賄うべきで

はないか。区の土地から上がる収益

を使うというやり方は行政がすべき

ことではなく、民業の圧迫にもなる

のではないか。 

今後、区内の小中学校の建替えには令

和 3 年時点の試算で 1700 億円を超え

る財政負担が見込まれています。その

他の区有施設の更新だけではなく、福

祉等の施策に関する負担もある中で、

財政的な負担を軽減するために区の財

産を活用していくなどの工夫は必要な

ことであると考えます。これは、目黒

区だけではなく、国、都を含めた他の

自治体も同じ問題を抱えていると認識

しています。 

7 

8 

目黒美術館は、取り壊されることに

なるのか。 

「新たな目黒区民センターの基本計

画」では、目黒区民センター、目黒区

民センター公園、目黒区美術館、下目

黒小学校の一体的な範囲を建替えによ

って整備するとしています。そのため、

7 
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現在の美術館は目黒区民センターと一

体的に建て替えを行います。 

建て替え後の目黒区美術館では、新た

な目黒区民センターの他の機能との連

携により展示やワークショップの更な

る充実を図るほか、目黒区民センター

を利用される多くの方が気軽に美術館

を訪れることができるようになるた

め、芸術文化を身近に感じる機会の創

出につながるものと考えています。誰

もが芸術文化に親しみ、楽しめる、将

来にわたり区民に愛される施設を目指

していきます。 

9 

美術館は残して欲しいという意見が

区民や建築家のグループなどから出

されていると思う。このような意見

が活かされていないのではないか。

新たな目黒区民センターでは、何階

までを図書館や児童館などの区の施

設として利用することになるのか。 

「新たな目黒区民センターの基本計

画」は、素案の案、素案、基本計画と

いうステップを踏んで決定されまし

た。各ステップでいただいた意見や、

事業者へのサウンディング結果などを

都度反映させて取りまとめています。 

施設計画は、事業者の提案から審査委

員会で最も優れた提案を選び決定する

ことになります。現時点での想定スケ

ジュールとしては、７月頃に事業者公

募を開始し、令和７年度に事業者を決

定します。事業者は、建物の高さを 50

ｍ以下で計画するなど、まちづくりル

ールに基づいて施設計画を提案するこ

とになります。 

7 

10 

この事業が終わるのは令和 15 年

で、区民センター等の施設が利用で

きない期間が 9 年にも及ぶというの

は問題だと思う。別の用地に建設す

べきで、現在地での建替えはすべき

ではないと思う。 

現在の目黒区民センターは令和 9 年度

末まで運営し、令和 10 年度以降の解

体、建設工事を想定しています。 

また、目黒区民センター児童館学童保

育クラブは、令和 10 年度から仮校舎

（めぐろ学校サポートセンター施設）

に先行移転して事業を継続することと

し、現在の下目黒小学校からの移動に

ついては、児童の安全対策を考慮して

対応を検討します。 

施設規模から、既存の目黒区民センタ

7 
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ーの全ての機能を他の区用地や施設に

移転して継続することは困難ですが、

区民生活への影響を最小限とするよう

対応していきます。 

11 

建蔽率や容積率のようなまちづくり

の話と新たな目黒区民センターの事

業の話を分けて意見集約すべきでは

ないか。 

目黒区民センター周辺地域のまちづく

りの取組は、新たな目黒区民センター

の整備を契機として、街の課題や将来

像について地域の方々と意見交換や検

討を重ねて進めてきました。 

「原案の案」は、まちづくり協議会で

検討した周辺地域の取組と、「新たな目

黒区民センターの基本計画（令和５年

１１月）」で区からお示しした目黒区民

センター敷地の取組を反映して作成し

たものです。建蔽率や容積率等のまち

づくりルールについては、今後、都市

計画法に基づいて地区計画の「原案」、

「案」の公表･意見募集を通じて意見の

集約化を図っていきます。 

一方、新たな目黒区民センター等の整

備については、全区施設という性質も

踏まえながら、検討の各段階における

意見募集や説明会のほか、区民を対象

としたワークショップ、小学生や中高

生を対象としたアイディア募集、施設

利用者アンケートなど、多様な区民参

加を図ってきました。 

今後も事業の節目で皆様からご意見を

お聞きする機会を設ける予定です。 

7 
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（２）意見募集 

  ア 地区計画 

番号 意見・質疑の要旨 回答の要旨 
対応

区分 

1 

田道庚申通りについては、防災性の

向上や歩行環境の整備という観点で

整備を進めていくことは必要である

が、区民センターの現整備計画にお

ける交通量の増加を前提とした整備

はやめるべきである。 

田道庚申通りは、新たな目黒区民セン

ターへの主要なアクセス経路の一つで

あり、目黒駅周辺地区における主要経

路に位置付けられている地区のバリア

フリー化を推進する上で重要な道路で

す。当該道路については、車いすやベ

ビーカー等が相互通行しやすい安全・

安心な歩行環境の確保、歩道のバリア

フリー化等を目的として拡幅を行う予

定であり、交通量増加への対応のみを

目的としたものではありません。 

5 

2 

回遊路沿道の様々な規制について、

道路沿道の住民の理解に基づくもの

なのか。強引な整備計画の押し付け

はやめるべきである。 

回遊路沿道のまちづくりルールについ

ては、個々の建替えに合わせて安全な

歩行者空間を確保するため、壁面の位

置の制限とともに、高さ制限、前面道

路幅員による容積率、道路斜線等の斜

線制限については緩和のルールを定め

ています。 

また、まちづくり協議会において、地

域の皆さまとまちづくりルールについ

て検討を深め、区へ提出された「まち

づくり提案書」を反映し、地区計画（原

案の案）として取りまとめたものです。 

5 

3 

区民センター敷地については、PFI

事業と定期借地権による区民センタ

ー建て替え整備を改めてコンパクト

な公共施設整備に特化し、絶対高さ

を現区民センターの３８ｍ以下にと

どめること。 

目黒区民センター等整備・運営事業は、

区有施設見直しのリーディングプロジ

ェクトとして、活発な区民活動を継続

できる空間を実現することとしてお

り、施設規模の効率化、適正化を図る

こととしています。こういった考え方

から、周辺の街並みとの調和に配慮し

つつ、目黒区民センター敷地の高さ制

限を 50ｍに緩和することと合わせて、

建蔽率の最高限度を 60％に制限して

います。これにより、地上部の空間が

これまでより多く確保できることにな

5 
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り、広場や緑化スペース等の拡充が可

能になると考えます。 

4 

C ゾーンの高さ制限：５０メートル

は、区の施設の他、「共同住宅を建

設するのが最大の目的である」ので

反対です。 

東京都から区民センターの耐震化の

ため、「建て替える必要がある」と

勧告されていると聞いています。現

状の高さで建て替えるべきです。 

目黒区民センター等整備・運営事業で

は、目黒区民センターの建て替えと合

わせて、民間施設を整備することとし

ていますが、地域の価値向上に向けて、

新たな目黒区民センターとの連携や相

乗効果を図りながら運営を行う「地域

貢献機能」の導入を条件としており、

共同住宅の建設を最大の目的としたも

のではありません。 

財政負担の軽減を図りながら、持続可

能な施設サービスの提供を行うため、

施設整備等において民間活力を活用す

ることは区民福祉の向上を図るうえで

極めて重要な視点だと考えます。事業

実現性を踏まえつつ、区民の財産であ

る区有地を最大限有効活用する考え方

から、高さ制限を 50ｍに緩和しまし

た。 

ただし、高さ制限の緩和と合わせて、

建蔽率の最高限度を 60％に制限する

ことにより、地上部の空間が現状より

多く確保でき、広場や緑化スペース等

の拡充が可能になると考えます。また、

現在 A ゾーンの高さ制限が 50ｍとな

っていることから、周辺から突出した

街並みにはならないと考えられます。 

5 

5 

他区はマンションの前面道路を都市

計画道路に含まれると事前に告示し

ておりました。 

一方、目黒区からは突然まちづくり

ニュースで区画道路として、壁面の

位置の制限を告げられ、大変驚きま

した。規制の権限を持つ行政が内々

に計画を検討し住民合意は後から形

だけ（都市計画学者）のケースが多

いとききます。区画道路とはどんな

道路か私には正確には理解していま

地区計画（原案の案）の意見募集は、

地域の皆さまの意見を丁寧にお聴きす

るために都市計画の手続きの前に区が

独自で行ったものであり、原案の案で

頂いた意見を踏まえ、今後は都市計画

法に基づき「原案」、「案」を作成し、

各段階で公告・意見募集を行いながら

手続きを進めてまいります。 

区画道路（回遊路）については、建築

物の壁面の位置を建築基準法の道路境

界から 0.5ｍ下げていただくことで、

7 
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せんでした。専門家である不動産関

係者に尋ねても知りませんでした。

区画道路についてのメリットばかり

強調されて、所有する土地の使用が

制限され、それに対する代償の有無

は記載されておりません。 

以下の 2 点をお尋ねします。 

ー目黒区はなぜ他区のように事前に

告示しないのか、 

ーその補償の有無について、まちづ

くりニュースでなぜ明示しないのか 

個々の建替えに合わせて安全な歩行環

境の充実を図っていくものです。 

壁面後退区域は私有地のままなので、

容積率や建蔽率を算定する際の敷地面

積に使えるとともに、回遊路に面する

敷地は、高さ制限が 20m から 23ｍに

緩和され、前面道路幅員による容積率

や、道路斜線などの斜線制限が緩和さ

れるなど、これまでよりも建替えがし

やすくなっています。 

そのため、後退する部分の土地はこれ

まで通り現在の権利者が所有すること

となり、容積率を算定する際の面積に

も含めることが出来ることから、都市

計画道路などの整備と異なるため、公

共用地の取得に伴う損失の補償はあり

ません。 

なお、道路幅員が 4ｍ未満の部分につ

いては、建築基準法に基づきこれまで

通り建替えを行う際に道路中心から 2

ｍセットバックすることで道路区域４

ｍを確保することになります。現在、

既に道路幅員が 4ｍ以上ある部分につ

いては、建築基準法に基づく道路中心

からのセットバックは必要ありませ

ん。 

6 

一号壁面線は道路境界から 0.5ｍの

壁面後退を定める「計画案」について

「安全な歩行環境の充実を図る」と

述べています。 

しかし、この通路は下目黒小学校の

生徒の通学路で、過去に交通事故で

生徒が怪我をしています。対象地域

の住民は多数が反対です。工事が始

まれば、ひっきりなしに通る工事車

両による事故がおこりえます。工事

期間中、回遊路に大型工事車両（廃

棄物・建築資材・コンクリート車）

の出入りで、騒音に悩まされ、事故

ご指摘の通り、回遊路は現在幅員 4ｍ

未満の区間もあり、今後、新たな目黒

区民センター等の整備後は、歩行交通

量は現状よりは多くなることが予想さ

れます。そのため、車道を広げるので

はなく、壁面後退空間は車とすれ違う

際に、歩行者が退避できるスペースに

なるので、これまでよりは歩行者の安

全性が高まると考えています。また、

現在下目黒小学校周辺はゾーン 30 に

指定されており、下目黒小学校の生徒

を中心に歩行者の安全を確保する道路

交通法上の規制が適用されています。 

2 
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に巻き込まれる不安が付きまといま

す。この道路を工事車両が利用する

ことを禁じることを求めます。 

なお、新たな目黒区民センターの工事

中の工事車両の通行については、ご意

見を参考にしつつ、近隣へのご負担を

最小限とするよう配慮します。 

7 

回遊路の幅員が１ｍ拡幅するのであ

れば、電柱の地中化と歩道を設置す

べきです。 

回遊路沿道の壁面後退は区道とするの

ではなく、私有地のまま子どもたちな

どの歩行者が通行できるよう、安全な

街づくりを目指すためのものです。区

が道路として歩道を整備する場合は、

道路区域とする必要があり、沿道敷地

から道路用地を提供していただくこと

から、敷地面積も減るため、お住いの

方や権利者の負担が大きくなると考え

ます。 

また、無電柱化を行う場合、地上機器

を設置する必要があり、原則 2ｍ以上

の歩道に設置することになっていま

す。有効な歩道がない場合は、民地か

ら用地提供を受ける必要があり、かつ

地上機器は、現在の変圧器と同数程度

必要になる可能性もあることから、現

実的ではないと考えています。 

5 

8 

目黒通り、山の手通りに接する地区

を全て再開発するのは、あまりにも

広大すぎる。費用も多大、工期も多

大、立ち退かなくてはいけない人々

も多いだろう。そういう人たちに意

見を聞いているのだろうか？この案

が出てから、意見を聞く期間が短す

ぎる。 

本地区計画は、新たな目黒区民センタ

ー整備をきっかけとして今後の変化に

あわせてどのような街にしていきたい

のかを地域の皆さんで話し合い、まち

づくり提案として区に提出されたもの

を都市計画法の制度に基づいて区が取

りまとめたものです。区は、新たな目

黒区民センター整備と区有地に接する

道路の整備を行いますが、地区全体を

再開発するものではありません。 

また、本地区計画は、地区の目標や方

針、地区整備計画により構成され、用

途地域や高度地区で定められている制

限を、地区の実情に合わせて強化、緩

和できるものです。 

さらに、地区計画は、建物等を「個々

に建替える時のルール」であり、現在

7 



14 

の建物をすぐにこのルールに合わせ

て、建替える必要はありません。 

そのため、市街地再開発事業のように

地区全体を共同化して面的に整備する

ものではありません。 

9 

地区計画は都市計画法上（12 条の４

第１項第１号）の措置、配布資料の目

標に記載されていることとは内容が

乖離している、実際に事業実施を行

うためのボーナス分を付加した都市

計画の変更手続きと考えられ、意見

聴取というよりも最終案の合意形成

手続きのような印象でした。また、都

市計画法に則った説明ももちろん重

要ですが、他方で法律を盾に取った

ような説明は現状を反映していない

と考えられ、否定的な意見が出てい

ましたから法律の解釈は要検討なの

ではと考えられます。 

都市計画法第 12 条の 5 では、「地区計

画は、建築物の建築形態、公共施設そ

の他の施設の配置等からみて、一体と

してそれぞれの区域の特性にふさわし

い態様を備えた良好な環境の各街区を

整備し、開発し、及び保全するための

計画」としており、第 1 号により用途

地域が定められている土地の区域につ

いて定めるものとするとしています。 

本地区計画は、新たな目黒区民センタ

ーの整備を契機に周辺地域の区画道

路･広場等の整備による基盤の拡充･創

出、雨水流出抑制施設の整備等による

防災性の向上、建築物等に関するルー

ルによる住環境の維持、商業地の賑わ

いの維持、緑環境の創出等を個々の建

替えに合わせて実現しようとするもの

で、都市計画法の目的に基づいた計画

になっています。 

また、地区計画（原案の案）は、まち

づくり協議会等において、地域の皆様

と話し合いを行いながらまとめた「ま

ちの将来像」や地区の現状、特性、課

題を把握したうえで、まちづくりルー

ルとしてとりまとめ、区へ提出された

「まちづくり提案書」の内容を反映し、

まとめたものです。 

7 

10 

既に事業決定がされているのか未確

認ですが、説明の内容が目黒区民セ

ンターの事業実施ありきのトーンで

展開され、質疑応答の応答について

も終始事業ありき、地区計画案あり

きのトーンでの展開の印象でした。

また、都市計画法によると、と法律を

新たな目黒区民センター周辺のまちづ

くりの取組みは、令和３年１０月の「新

たな目黒区民センターの基本構想」策

定以降、地域住民の皆様と進めてきま

した。合わせて、目黒区民センター敷

地や公園敷地に関するルールについて

は、区の取り組みとして「新たな目黒

4 
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引用した場合には正確な法律名とど

の条項で規定されているのか、資料

にも記載するのが適切かと思いま

す。 

区民センターの基本計画」を策定する

中で、区民から意見等をいただきなが

ら整理してきたものです。 

この度の地区計画の策定検討は、新た

な目黒区民センターの整備を契機とし

て、周辺地域において個々の建替えに

合わせて目標とする市街地像を実現す

る地区計画の制度を活用した、まちづ

くりに取組むこととしたものです。 

資料については、頂いたご意見を踏ま

え、都市計画法第 16 条に基づく都市

計画の案（目黒区において原案といい

ます。）の手続きにおいて、地区計画図

書としてとりまとめ、お示ししていき

ます。 

11 

区民センター、新しくなったらそれ

にそぐわない家屋は排除するという

意図がみえみえである。これが、住

民のためのまちづくりといえるの

か？ 

本地区計画は、新たな目黒区民センタ

ーの整備に合わせて、地域の安全性の

向上、住宅地としての質の向上及び区

民の交流機会の創出を図ることで、快

適で安心･安全な活気ある複合市街地

を形成することを目標としています。

また、地区計画は、個々の建物を建替

える際に適用されるものです。 

7 

12 

地区全体の街づくりのコンセプト

が、公共施設と民間収益施設（マン

ション、商業施設など）等を中心と

する現区民センターの整備計画に合

わせたものになり、周辺住民からも

様々な意見が寄せられている。区民

センターの整備を公共施設中心のコ

ンパクトな整備にし、地区全体の地

区計画も住宅街にふさわしい住環境

整備にとどめること。 

本地区計画は、新たな目黒区民センタ

ーの整備を契機として、地域の安全性

の向上、住宅地としての質の向上及び

区民の交流機会の創出を図ることで、

快適で安心･安全な活気ある複合市街

地を形成することを目標としていま

す。周辺地域のまちづくりのルールで

は、良好な住環境を保全するため、用

途の制限や敷地面積の最低限度を定め

るとともに、ＡゾーンとＢゾーンの基

本となるルールでは高さ制限や日影規

制について現状の制限を維持していま

す。 

また、目黒区民センター敷地を含むＣ

ゾーンのまちづくりルールでは壁面の

位置の制限を行うとともに、高さ制限

2 
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や日影規制について現状の制限を維持

することで周辺の住環境への配慮を図

っています。さらに、高さ制限の緩和

と合わせて、建蔽率の最高限度を 60％

に制限することにより、地上部の空間

がこれまでより多く確保でき、広場や

緑化スペース等の拡充が可能になると

考えます。また、現在 A ゾーンの高さ

制限が 50ｍとなっていることから、周

辺から突出した街並みにはならないと

考えられます。 

 

 

 イ その他、質問等 

番号 意見・質疑の要旨 回答の要旨 
対応

区分 

1 

議事録の共有意見が出ましたが、出

席者の個人情報を要求しているので

行政側におかれましては質問ごとの

逐次形式の議事録を出席者や区民と

共有することが必須かと思います。 

多くの区民の皆様と情報共有するた

め、意見･質問の趣旨を明確にお示しし

たうえで、各意見･質問に対する回答の

要旨を整理し公表します。 

7 

2 

説明会の運営についても、意見が出

ている中で時間が来たから終了しま

す、は、意見聴取の足切りに映りまし

た。 

説明会では、出席者のご意見を把握す

るため、終了時刻をできる限り延長す

るなど工夫しましたが、会場の都合な

どもあり、時間で区切らざる得ないこ

とをご理解いただきたいと考えます。 

説明会での意見の他、郵送、持参、フ

ァックス、メール、オンラインフォー

ムでの意見提出も可能です。 

7 

3 

地区計画（原案の案）説明会では、新

たな目黒区民センター事業に関する

財政負担軽減を意図するとの説明で

したが、目黒区の財政負担について

の具体的、客観的な説明あったのか、

今回の説明会ではなかったような記

憶です。財務分析の結果、どのような

妥当性が得られているのか存じ上げ

ておりません。 

今回の説明会は、建物の個々の建替え

に合わせて適用されるまちづくりルー

ルとして、地区計画（原案の案）につ

いてご説明させていただきました。地

区計画（原案の案）の意見募集は、地

域の皆さまの意見を丁寧にお聴きする

ために都市計画の手続きの前に区が独

自で行ったものであり、原案の案で頂

いた意見を踏まえ、今後は都市計画法

に基づき「原案」、「案」を作成し、各

7 
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段階で公表・意見募集を行いながら手

続きを進めてまいります。 

新たな目黒区民センター等整備・運営

事業は、「新たな目黒区民センターの基

本計画」にお示ししているとおり、PFI

方式により実施することとしています

が、財政上の効果につきましては、区

公式ウェブサイトにおいて公表してい

る特定事業の選定の中で明らかにして

います。 

4 

住民意見を聴取し公共事業へ反映さ

せる手続きについて、事業手続きは

工程表が示されていましたが、具体

的にどのよう手続きで住民(ごく近

隣ではなく目黒区全体で、区民セン

ターなので区民)から意見聴取して

反映させるのかの工程表と手順の説

明があったのか記憶にありません。 

今回の説明会は、建物の個々の建替え

に合わせて適用されるまちづくりルー

ルとして、地区計画（原案の案）につ

いてご説明させていただきました。地

区計画（原案の案）の意見募集は、地

域の皆さまの意見を丁寧にお聴きする

ために都市計画の手続きの前に区が独

自で行ったものであり、原案の案で頂

いた意見を踏まえ、今後は都市計画法

に基づき「原案」、「案」を作成し、各

段階で公表・意見募集を行いながら手

続きを進めてまいります。 

新たな目黒区民センターについても、

施設を整備する段階で意見聴取の機会

を設ける等、今後も事業の節目で区民

の皆様から意見をお聞きしたいと考え

ております。 

7 

5 

新たな目黒区民センターでは商業ス

ペースを作り、高層ビルに建て替え

るということは、誰でも無料で気軽

に利用できる、みんなの空間、財産が

少なくなる、またはなくなるという

ことではないでしょうか？ 

そもそも、公共、みんなの施設の計

画、運営を営利企業に任せるという

ことは、一般の利用者の利益になる

のでしょうか？まだ十分に利用でき

る美術館やプール、テニスコートや

公園を壊し、企業のための再開発を

新たな目黒区民センターの整備事業

は、財政負担の軽減を図りながら、持

続可能な施設サービスの提供を行うた

め、施設整備から維持管理、運営の様々

な面において高度な運営ノウハウを含

む民間活力を活用することとしていま

す。目黒区民センターは老朽化が進ん

でいるほか、耐震性やバリアフリーの

基準を満たしておらず、改修等ではそ

の対応が困難な状況です。また、美術

館は、設備面の老朽化が著しく大規模

修繕が必要な時期を迎えているほか、

7 
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するというのは、住民、利用者のため

とは思えません。 

区にお金がないというのでしたら、

大規模開発で新しい建物を建てるよ

りも、今あるものを残して、修繕や工

夫をした方が良いと思います。 

バリアフリー対応についても課題があ

ります。さらに、水害ハザードマップ

で浸水の恐れがある地域に位置してい

る中で、地下に空調設備の機械室が設

置されていることから収蔵品の保管に

課題があり、貴重な美術品等を適切に

管理保全することに支障が生じる恐れ

があります。こうした建物の課題を解

決しつつ、機能融合を図ることで区民

の誰もが将来にわたって使いやすい施

設を整備することを基本的な考え方と

しています。 

また、区有地に定期借地権を設定して

民間事業者に貸し付ける民間収益事業

は、土地の高度利用を図ることで実現

するものであるため、公共施設を犠牲

にして民間施設を整備するという趣旨

ではありません。 

6 

目黒区民センターの解体・建設に「七

年以上かかる」と説明会で報告され

ましたが、区民はこの間施設を利用

できません。区民センター本館のみ

の建替にすべきです。 

現在の目黒区民センターは令和 9 年度

末まで運営し、令和 10 年度以降の解

体、建設工事を想定しています。 

また、目黒区民センター児童館学童保

育クラブは、令和 10 年度から仮校舎

（めぐろ学校サポートセンター施設）

に先行移転して事業を継続することと

し、現在の下目黒小学校からの移動に

ついては、児童の安全対策を考慮して

対応を検討します。 

施設規模から、既存の目黒区民センタ

ーの全ての機能を移転して継続するこ

とは困難ですが、区民生活への影響を

最小限とするよう対応していきます。 

7 

7 

目黒区民センターの高層化には反

対、現状の土地空間を維持し、高層ビ

ルにしない。 

説明会会場で区の担当の方から３０

年後の小学校の校舎補強で２０００

億円が必要になる・・・と発言ありま

した。 

目黒区では、区有施設全体の 40％以上

を占める学校施設の老朽化対策が喫緊

の課題となっています。学校施設の建

て替えには、今後 30 年間で約 1,700 億

円以上(令和 3 年時点の試算)の財政負

担が見込まれていることから、財政負

担軽減を図りつつ計画的に施設更新を

7 
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３０年後の将来を、今の我々が考慮

する必要は無い。 

大体、３０年後どうなるか？ 誰にも

わからない。三十年前に、今の日本を

見通してた方が居ましたかね？３０

年先の予測等あてになりません。 

原発建設時、原発は事故起こさない

という前提で進みました。実際に事

故が起きました。いかに、３０年先の

予想があてにならない例です。それ

よりも、この数年先を見据えて計画

を立てて欲しい。 

例えば今やらなければならないの

は、少子化を止めることです。 

目黒区は子供は減って無いと胸を張

るより、出生率は増えている、今学校

を増やす必要がある・・・という論点

なら理解できます。 

小生個人としては、現状維持又は緑

地部分を増やして欲しいです。３０

年先・・・なんて言う人、夢見る変人

ですね。説得力が全く無いので、今の

区民センターの計画案には反対で

す。 

行うため、区教育委員会では令和３年

３月に「目黒区学校施設更新計画」を

策定して取り組みを進めています。 

すでに多くの学校施設が築 60 年を迎

えようとしている状況の中、子どもた

ちが１日の大半を過ごす教育の場であ

る学校施設を常に健全に保つため、長

寿命化を図りながら将来を見据えて計

画的な施設更新を進めていくことは区

の責務であると考えています。 

 

8 

美術館、図書館の取り壊しに反対で

す。 

美術館については、目黒区民センター

施設との連携や、目黒区民センター公

園や目黒川と近接している環境を活か

した運営・維持管理面での効率性の課

題があると考えています。また、設備

面の老朽化が著しく大規模修繕が必要

な時期を迎えているとともに、バリア

フリー対応についても課題があるほ

か、水害ハザードマップで浸水の恐れ

がある地域に位置している中で、地下

に空調設備の機械室が設置されている

ことから収蔵品の保管に課題があり、

貴重な美術品等を適切に管理保全する

ことに支障が生じる恐れがあります。 

7 
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図書館を含む目黒区民センターについ

ては、老朽化が進んでいるほか、耐震

性やバリアフリーの基準を満たしてお

らず、改修等ではその対応が困難な状

況です。 

より一層の芸術文化の振興や建物の課

題解決、機能融合を図ることで区民の

誰もが将来にわたって使いやすい施設

の実現などの観点を総合的に勘案し、

一体的な建て替えを行うことが望まし

いと判断したものです。 

9 

目黒区民センターの事業内容を承知

していませんが、事業手法を含めて

事業が妥当だという根拠を認識して

おりません。区民センター周辺地区

とありますが、目黒区美術館、下目

黒小学校も含まれていますので明ら

かに再開発事業かと思いますが、そ

れ以前に区民センター以外の建て替

えが必要なのか、特に美術館、なぜ

個別で立て替えないのかなどの疑問

が残ります。昨今、公園が空地と捉

えられ再開発事業のターゲットとさ

れていますが、公共施設整備として

の考え方の整理が不足しているので

はと感じます。 

新たな目黒区民センター周辺のまちづ

くりの取組みは、令和３年１０月の「新

たな目黒区民センターの基本構想」策

定以降、地域住民の皆様と進めてきま

した。合わせて、目黒区民センター敷

地や公園敷地に関するルールについて

は、区の取り組みとして「新たな目黒

区民センターの基本計画」を策定する

中で、区民から意見等をいただきなが

ら整理してきたものです。 

新たな目黒区民センターの整備を契機

として、個々の建替えによって目標と

する市街地像を実現する地区計画の制

度を活用した、一体的なまちづくりに

取組むこととしたものであり、新たな

目黒区民センターに関わる建替えや整

備は、目黒区民センター敷地、田道公

園、下目黒小学校敷地それぞれで行う

ものですので、容積率の緩和を伴うよ

うな再開発事業ではありません。 

目黒区美術館については、目黒区民セ

ンター施設との連携や、目黒区民セン

ター公園や目黒川と近接している環境

を活かした運営や維持管理面での効率

性の課題があると考えています。また、

設備面の老朽化が著しく大規模修繕が

必要な時期を迎えているほか、バリア

フリー対応についても課題があるほ

7 
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か、水害ハザードマップで浸水の恐れ

がある地域に位置している中で、地下

に空調設備の機械室が設置されている

ことから収蔵品の保管に課題があり、

貴重な美術品等を適切に管理保全する

ことに支障が生じる恐れがあります。 

建物の課題や、芸術文化の振興などの

観点を総合的に勘案し、美術館につい

ては目黒区民センターとともに一体的

な建て替えを行うことが望ましいと判

断したものです。 

10 

テニスコートやプールの説明につい

て、利用しない人へも空間の有効利

用をできるようにするとか、プール

は年間 3 ヶ月だけの利用では有効利

用になっていないなどの説明を根拠

にその空間の価値については触れず

に再開発を実施するというのは強引

な判断に感じます。 

新たな目黒区民センターでは、公園に

ついて、目黒区民センターや下目黒小

学校、目黒川などをつなぐ重要な機能

をもつ施設と位置付けているほか、保

育園の園庭確保など新たな課題に対応

する必要性から、年間を通してより多

くの区民がいこい、楽しめる場とする

ことを目的に、オープンスペースを広

く確保し、多様な利用が可能な公園と

することを基本とし、空間の価値を高

めていきたいと考えています。こうし

た考え方から、公園面積の多くを占め

る屋外プールについては、屋内プール

と集約化を図ることとしたものです。 

屋内プールやテニスコートは新たな目

黒区民センターにおいても設ける予定

ですので、これらの機能を否定するも

のではありません。 

7 

11 

被爆二世のアオギリ・被爆二世のカ

キ・目黒平和の鐘・目黒区平和年宣

言は、いずれも現状のまま維持する

べきです。 

「緑化の推進に努める」といいなが

ら、C ゾーンの田道公園内の高さ 20

ｍとし、ビルを建てて「屋上にテニ

スコートを作る」異常な発想に呆れ

ます。 

被爆二世の木・平和の施設が取り壊

ご指摘の樹木や平和の鐘、平和都市宣

言記念碑は適切に保存し、新たな目黒

区民センターに引き続き設置する予定

です。 

現在、利用期間及び利用者が限定的で

ある 50ｍプール、幼児用プール、テニ

スコートが公園面積の 4 割を占めてい

ます。区では、多くの方が利用できる

オープンスペースを確保し、公園の魅

力向上を図るため、目黒区立公園条例

7 
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されることを許せません。 を改正し、目黒区民センター公園に限

り、公園施設（運動施設等）の建築面

積の基準の特例を 10％から 15％に変

更しました。これによりテニスコート

を建物の屋上に設置することができる

ようになる等、機能集約を図ることが

でき、現在より誰でも使える空間が増

えることになります。 

12 

新たな目黒区民センターの事業手法

については 70 年借地権を設定して

民間企業とコンセッション契約の入

札を実施し、集合住宅を建設してそ

の販売利益で公共施設建設費を賄う

とのことですが、区民への利益は担

保されるのでしょうか？ 

定期借地権を設定し、区有地を貸し付

けることで民間施設の整備・運営を行

う民間収益事業を実施する予定です

が、財政負担の軽減を図りながら、持

続可能な施設サービスの提供を行うた

め、施設整備から維持管理、運営の様々

な面において民間活力を活用すること

は、区民福祉の向上を図るうえで極め

て重要な視点だと考えます。 

このうえで、民間収益事業の実施にあ

たっては、施設の機能や運営を通じ、

新たな目黒区民センターや周辺地域の

価値向上に貢献するような機能（地域

貢献機能）を導入することを条件付け

ています。 

7 

13 

財政難のため民間事業者に、70 年の

「定期借地権」契約をして、資金を

得るとしています。しかし、区は過

去に数ヵ所の区有地を売却していま

すし、財政改革で資金を捻出できる

はずです。 

区は、活用の見込みのない区有地につ

いて売却することは考えられますが、

これは行政需要の解決に資する用途の

検討を行ったうえでの判断となりま

す。また、区有地の売却のみで、今後

の区有施設を適切に更新していくため

の経費を全て賄うことはできません。

活用の見込みのない区有地の売却のほ

か、民間活力の活用など、様々な工夫

をすることで、限りある財源の中で将

来にわたって区有施設の快適性・安全

性を確保し続けるとともに、施設に対

する区民ニーズの変化に的確に対応し

ていくことを目指します。 

7 

14 
周辺の住民および目黒区民に十分な

周知が行われていない PFI 手法によ

新たな目黒区民センターの整備に係る

検討は、全区施設という性質も踏まえ
7 
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る大規模な計画は中止し、見直すべ

きです。 

デベロッパー主導の再開発には最後

まで反対します。税金が幾ら使われ

るのかや、新しいビルはどうなるの

かなど不明な点が多過ぎます。 

３月９日夜、区民センターホールで

開催の大規模な区民集会での意見を

聞いての見直しを求めます。 

ながら、検討の各段階における意見募

集や説明会のほか、区民を対象とした

ワークショップ、小学生や中高生を対

象としたアイディア募集、施設利用者

アンケートなど、多様な区民参加を図

ってきました。 

「新たな目黒区民センターの基本計

画」の策定にあたっては、令和 4 年 12

月に素案の案を作成して意見募集及び

説明会を行い、これらのご意見を踏ま

えて素案を作成した後、あらためてパ

ブリックコメントを実施して幅広くご

意見をいただきました。また、パブリ

ックコメントの一環として有識者を交

えたシンポジウムを開催し、区の考え

をお示しするとともに、区民の皆様が

特に関心のあるテーマについて、専門

的知見を踏まえた公開ディスカッショ

ンをさせていただいたところです。 

基本計画（素案）の説明会、シンポジ

ウムの開催にあたっては、めぐろ区報

への掲載、区ホームページでの周知、

SNS を活用した配信のほか、目黒区民

センター周辺にお住まいの皆様にはチ

ラシの全戸ポスティング実施により周

知させていただいています。 

今後も引き続き、丁寧な説明を心掛け

ていきます。 

なお、新たな目黒区民センターに関わ

る建替えや整備は、目黒区民センター

敷地、田道公園、下目黒小学校敷地そ

れぞれで行うものであり、容積率の緩

和を伴うような市街地再開発事業では

ありません。 

15 

初めて出席したので状況不明です

が、行政側と住民側との信頼関係が

構築されていないまま進められてい

る印象を受けました。これは新たな

目黒区民センターの事業計画時点で

「新たな目黒区民センターの基本計

画」の策定にあたっては、令和 4 年 12

月に素案の案を作成して意見募集及び

説明会を行い、これらのご意見を踏ま

えて素案を作成した後、あらためてパ

7 
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住民合意が得られていないことか

ら、地区計画という話をしても行政

の一方的な押し付けにしか映らない

のではと感じました。 

ブリックコメントを実施して幅広くご

意見をいただきました。また、パブリ

ックコメントの一環として有識者を交

えたシンポジウムを開催し、区の考え

をお示しするとともに、区民の皆様が

特に関心のあるテーマについて、専門

的知見を踏まえた公開ディスカッショ

ンをさせていただいたところです。 

基本計画（素案）の説明会、シンポジ

ウムの開催にあたっては、めぐろ区報

への掲載、区ホームページでの周知、

SNS を活用した配信のほか、目黒区民

センター周辺にお住まいの皆様にはチ

ラシの全戸ポスティング実施により周

知させていただいています。 

こうした取り組みを経て、多くの方か

らは、取り組みに係る一定のご理解を

頂いているものと認識しています。 

地区計画（原案の案）の意見募集は、

地域の皆さまの意見を丁寧にお聴きす

るために都市計画の手続きの前に区が

独自で行ったものであり、原案の案で

頂いた意見を踏まえ、今後は都市計画

法に基づき「原案」、「案」を作成し、

各段階で公表・意見募集を行いながら

手続きを進めてまいります。 

16 

街づくり協議会 

A.メンバーは？ 

B.もう協議会は閉会するというのは

この間、以後も協議する必要がある

ので常設していくべきではないか？ 

まちづくり協議会は、地区内に居住す

る方、事業を営む方、土地又は建物を

所有する方で構成された合計２１名の

組織であり、まちづくり方針やまちづ

くりルール等を検討・作成し、まちづ

くり提案書としてとりまとめ、区へ必

要な対策を要望することを目的として

いたため、区へのまちづくり提案書の

提出をもって解散となりました。 

地区計画（原案の案）で頂いたご意見

を踏まえ、今後は都市計画法に基づき

「原案」、「案」を作成し、各段階で皆

さまからご意見を丁寧にお聴きしなが

7 
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ら手続きを進めてまいります。 

17 

街づくり協議会を拡大した形での住

民・区民参加の機会を継続的に設け

る必要があると思うが、それについ

ては？ 

地区計画（原案の案）で頂いたご意見

を踏まえ、今後は都市計画法に基づき

「原案」、「案」を作成し、各段階で皆

さまからご意見を丁寧にお聴きしなが

ら手続きを進めてまいります。 

新たな目黒区民センターについても、

事業者の決定時など、今後も事業の節

目で皆様からご意見をお聞きする機会

を設けます。 

7 

18 

コンサルティング会社の方、参加さ

れていましたが、時間切れで質問で

きず残念です。契約関係について質

問します。 

A.契約関係は、開始時期と終了期は

いつか？ 

B.どの程度の契約金、日額はいくら

か？ 

「対象地区住民とまちづくりルールに

ついて協議・調整し、まちづくり計画

を作成するとともに、地区計画策定に

向けた手続きを進めること」を目的と

した委託契約を締結しております。契

約金額は9,090,000円（税抜き）、履

行期間は令和5年4月24日～令和6年３

月29日です。 

7 
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